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第２７回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 令和 元年 ８月２６日（月曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第 ７２号 農用地利用関係調整・あっせん申出に係る 

            あっせん委員の指名について                ７件 

第 ５ 報告第 ７３号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について         ２件 

第 ６ 議案第１４０号 現況証明願について                    ２件

第 ７ 議案第１４１号 農業振興地域整備計画の変更について            ２件 

第 ８ 議案第１４２号 農地法第３条の規定による許可申請について         １件

第 ９ 議案第１４３号 農地法第５条の規定による許可申請について         ２件

第１０ 議案第１４４号 農用地利用集積計画の作成の要請について         １４件 

  

 

○出席委員（１５名） 

    １番 澁谷  洋 君   ３番 髙原 文男 君   ４番 橘  澄子 君 

   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君   ７番 森田 享子 君 

   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君  １０番 平間  清 君 

  １１番 類瀬 正幸 君  １２番 熊谷 英二 君  １３番 津野  斉 君 

  １４番 笛木 眞一 君  １５番 髙橋 政寿 君  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ １名） 

●●番 ●● ●● 君   

 

○欠席委員（ １名） 

    ２番 高松 俊男 君      

 

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 小幡 裕也 君         

主  任 不藤さとみ 君         主  事 大河原 広 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第２７回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１５名、欠席１名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時０２分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

      ３番・髙原君    ４番・橘君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第２７回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第７２号 

 日程第４。報告第７２号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあ 

っせん委員の指名について、内容７件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号７まで内容７件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号７まで内容７件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原広君） はい。 
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 報告第７２号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員は、別紙のとおり７件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●●● ●●●●さん。 

 申出面積、３２．１ｈａ。 

 指名年月日、令和元年８月５日。 

 申出の種類、売買。 

指名あっせん委員、笛木委員、大泉委員、髙原委員となっております。 

なお、番号２から番号６まで、あっせん申出者、指名年月日、申出の種類、指名あっせん委員が

番号１と同じでありますので、説明を省略させていただきます。 

番号２。 

 申出面積、３．７ｈａ。 

続きまして番号３。 

 申出面積、６．８ｈａ。 

番号４。 

 申出面積、１７．５ｈａ。 

番号５。 

 申出面積、２８．０ｈａ。 

番号６。 

 申出面積、５７．５ｈａ。 

番号７。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●●●●さん。 

 申出面積、１８．６ｈａ。 

 指名年月日、令和元年８月５日。 

 申出の種類、売買。 

指名あっせん委員、嶋中委員、森田委員、渡邊委員。 

 以上です。 

７まで内容７件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号７まで内容７件について、報告のとおり承認されました。 
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 以上をもって、報告第７２号、内容７件は、報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第７３号 

 日程第５。報告第７３号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原 広君） はい。 

報告第７３号について説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●●

● ●●● ●●●●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、髙原委員、大泉委員。 

 報告年月日、令和元年８月９日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字上多和原野基線２０－１。 

 現況地目、畑。 

面積、９，５５６㎡外２７筆、合計２８筆で３２１，７０５㎡。 

価格、１０，１１７，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

続きまして、土地の所在、虹別原野７１８－３９。 

 現況地目、畑。 

面積、３７，９２２㎡。 

価格、２，３７７，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

続きまして、土地の所在、虹別原野５７線１１４－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４９，１８８㎡外１筆、合計２筆で６８，４２５㎡。 

価格、４，６５８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

続きまして、土地の所在、字上多和２２－３。 

 現況地目、畑。 

面積、３７，７２８㎡外１５筆、合計１６筆で１７５，６５５．４０㎡。 

価格、５，５４９，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 
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予定資金関係は、資金借入となっております。 

続きまして、土地の所在、字上多和２１－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２５，９８８㎡外２６筆、合計２７筆で２８０，１２１．８６㎡。 

価格、８，７３０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

続きまして、土地の所在、字シラルトロエトロ１２－２。 

 現況地目、畑。 

面積、１０７，３８７㎡外６筆、合計７筆で５７５，７２０㎡。 

価格、１８，０２０，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

合計８１筆、合計面積１，４５９，５４９．２６㎡、合計価格４９，４５１，０００円。 

 番号１につきましては、あっせん委員長であります笛木委員より、ご報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

 報告第７３号、番号１について報告致します。 

令和元年８月５日に、あっせん委員の指名があり、令和元年８月９日に髙原委員、大泉委員、と

私、事務局より相撲局長と大河原主事で、役場小会議室において、第１回あっせん委員会を開催致

しました。 

あっせん委員長に私が互選されました。 

本件は、平成２６年度農地保有合理化事業により、公益財団法人 北海道農業公社が取得した農

地を、●●●●さん、●●●● ●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●●●さん、●●●

●さん、●●●● ●●●●さんが借上げ、今年度公社より売渡しを受ける案件となっております。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原 広君） はい。 
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 番号２について説明させていただきます。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●●

● ●●● ●●●●さん。 

 あっせん委員長、渡邊委員。 

 あっせん委員、嶋中委員、森田委員。 

 報告年月日、令和元年８月９日。 

 譲受人、地番、価格等につきましては下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線７０－１。 

 現況地目、採放地。 

面積、１０，４７１㎡外５筆、合計が６筆１８６，９１１㎡。 

価格、５，９４５，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

 なお、番号２につきましては、あっせん委員長であります渡邊委員より、ご報告をお願い致しま

す。 

 ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

 報告第７３号、番号２について報告致します。 

令和元年８月５日に、あっせん委員の指名があり、８月９日に嶋中委員、森田委員と私、事務局

より相撲局長と大河原主事で役場小会議室において第１回あっせん委員会を開催致しました。 

あっせん委員長には私が互選されました。 

本件は、平成２８年度農地保有合理化事業により、公益財団法人 北海道農業公社が取得した農

地を、●●●●さんが一時貸付を受けておりましたが、早期買入を行うものであります。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、９番・渡邊君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第７３号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎議案第１４０号 

 日程第６。議案第１４０号、現況証明願について、内容２件を議題と致

します。 

 番号１を議題と致します。 
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 事務局より内容説明させます。 

振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１４０号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり２件であります。 

 番号１。 

 土地の所在、字虹別原野３９１－８。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、２６，２５２㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、未利用地。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

 調査委員は、笛木委員、髙原委員、大泉委員、熊谷委員。 

 調査年月日は、令和元年８月１４日。 

 なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願いします。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第１４０号、番号１について報告致します。 

 ８月６日付けで調査依頼がありまして、８月１４日に髙原委員、大泉委員、熊谷委員と私、事務

局より小幡係長と現地調査をしております。 

 資料の１ページから２ページをご覧下さい。 

 当該地の現状は、施設用地の他は未利用地となっており、隣接農地とはっきり区分けされており

ました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって事務局の説明並びに、現地調査にあたられました、１４番・

笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

続いて、番号２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 
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振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 土地の所在、字オソツベツ６０５－１０。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、７９７㎡。 

 農地区分は、一般民有地。 

 利用状況は、宅地。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

調査委員、澁谷委員、高松委員、平間委員。 

調査年月日は、令和元年８月１４日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、澁谷委員より報告をお願いします。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第１４０号、番号２について報告致します。 

 ８月７日付けで調査依頼がありまして、８月１４日に高松委員、平間委員と事務局より小幡係長

と私で現地調査をしてまいりました。 

 資料の３ページから４ページをご覧下さい。 

 当該地の現況は、宅地となっており、隣接農地とはっきり区分けされておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって事務局の説明並びに、現地調査にあたられました、１番・

澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１４０号、内容２件は原案可決されました。 

   

◎議案第１４１号 

 日程第７。議案第１４１号、農業振興地域整備計画の変更について、内

容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 
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○農地係（大河原広君）はい。 

 議案第１４１号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字虹別原野４１４番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、３８，４３３㎡の内７，８８６．２５㎡。 

 事業計画の名称、育成牛舎建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、育成牛舎１，１２８．４８㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は、農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外

に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものでありま

す。 

 なお、番号１につきましては、調査委員であります髙原委員よりご報告をお願い致します。 

 ３番・髙原君。 

○３番（髙原文男君） ３番・髙原です。  

議案第１４１号、番号１について報告を致します。 

 ８月１３日に事務局より調査の依頼があり、８月１４日に笛木委員、大泉委員、熊谷委員と私、

事務局より小幡係長で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の５ページから８ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●で営農する●●●● ●●●●さんが育成牛舎を建設するために、農振農用地

区域内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請をし、その変更が妥当かどうかの意見を町より

求められたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積は記載のとおり確認しています。 

 変更しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおりと確認をしております。 

今回の変更面積につきましては、育成牛舎の建築としては妥当な面積と判断致しました。 

周辺には農用地以外の代替地もなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないもの

と判断いたしました。 

 以上で報告と致します。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました３番・髙原君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 



10 

 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原広君）はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 区分、除外。 

 地番、字西熊牛原野西２線５５番地２。 

 現況地目、牧場。 

 面積、２，５１１㎡。 

 事業計画の名称、農家用住宅建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、住宅９８．０８㎡。 

 土地所有者、●●●●。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業住宅を建設するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には農

用地等以外に代替地も無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであ

ります。 

 なお、番号２につきましては、調査委員であります嶋中委員よりご報告をお願い致します。 

 ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 議案第１４１号、番号２について報告致します。 

 ８月１４日に事務局より調査の依頼があり、８月１９日に渡邊委員、森田委員と私、事務局より

大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の９ページから１２ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●で営農を行う●●●●さんが貸主の●●●●さんの土地に農家住宅を建設する

ため、農振農用地区域内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうか

の意見を町より求められたものであります。 

 ご覧の通り、畑の三角部分で大型機械も入れないような部分でありますので、妥当と判断致しま

して、問題ないと思われます。 

 この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外しようとする面積は記載のとおり確認

しております。 

 除外しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおりと確認しています。 

 当該地は、周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 
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 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました５番・嶋

中君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１４１号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第１４２号 

 日程第８、議案第１４２号、農地法第３条の規定による許可申請につい

て内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係大河原君。 

○農地係（大河原 広君） はい。 

 議案第１４２号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●

●●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野３２－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、５３，０２８㎡外９７筆、合計２，３６０，３５２．１９㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、譲受人共に営農合理化のため。 

 資金調達の方法及び価格、資金借入６６，０６０，５８９円。 

 世帯員又は構成員、譲渡人１２名、譲受人６名。 

 畑、採放地面積、譲渡人２，３６０，３５２．１９㎡、譲受人６５９，０００．８５㎡うち借入

地５４２，９８８．８５㎡。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 なお、番号１につきましては、調査委員であります大泉委員よりご報告をお願い致します。 

 ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 
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議案第１４２号、番号１について報告致します。 

８月１４日に事務局より調査の依頼があり、８月２５日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおりを確認しました。 

譲渡人の●●●●さんから、譲受人の●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

●●●●さんへ、営農合理化のため土地の譲渡を行うとして、今回の申請となりました。 

権利を取得する、●●●● ●●●● ●●●● ●●●●の構成員、所有地及び経営地の状況

は記載のとおり確認しました。 

●●●● ●●●● ●●●● ●●●●が申請地を譲受け後、農地すべてについて、耕作を行

い、農作業に常時従事するかについても、申請書に記載されたとおり確認しましたので、農地すべ

てについて耕作に常時従事すると認められます。 

●●●● ●●●● ●●●● ●●●●の経営面積は申請地を含め約３０１ｈａとなりますの

で、下限面積要件は満たしています。 

権利取得後に、農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合

的に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしており、許可については問

題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました８番・大泉君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１４２号、内容１件については原案可決されました。 

 

◎議案第１４３号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第９。議案第１４３号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て、内容２件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原広君） はい。 

 議案第１４３号について説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請について、農地法第５条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 転用者、●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

土地の所在、字虹別原野４１４－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，８８６．２５㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、育成牛舎建設のため。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 育成牛舎、１，１２８．４８㎥。 

 ロール置場、２，６１２．２０㎡。 

作業スペース、４，１４５．５７㎡。 

 調査委員、笛木委員、髙原委員、大泉委員、熊谷委員。 

なお、番号１につきましては、調査委員であります髙原委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ３番・髙原君。 

○３番（髙原文男君） ３番・髙原です。 

議案第１４３号、番号１について報告いたします。 

８月１３日に事務局より調査の依頼があり、８月１４日に笛木委員、大泉委員、熊谷委員と私、

事務局より小幡係長で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料の５ページから８ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、●●で営農している●●●● ●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土地に育成牛

舎建設を目的とした、永久転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおりと確認しております。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致しました。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を続ける上で、必要な施設の建設であ

ることから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

夫君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました３番・髙

原君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 
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 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係大河原君。 

○農地係（大河原広君） はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字西熊牛原野西２線５５－２。 

 地目、登記簿、現況共に牧場。 

 面積、２，５１１㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、農家住宅、車庫、物置新築建設のため。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 農家住宅敷地面積含め、１５０．３７㎥。 

 車庫、７３．９９㎡。 

物置、１３．８３㎡。 

 家庭菜園、６８３．７７㎡。 

 建設敷地・通路、１，１３４．３５㎡。 

 庭、４５５．６４㎡。 

 調査委員は、嶋中委員、渡邊委員、森田委員。 

なお、番号２につきましては、調査委員であります嶋中委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

議案第１４３号、番号２について報告いたします。 

８月１４日に事務局より調査の依頼があり、８月１９日に渡邊委員、森田委員と私、事務局より

大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料の９ページから１２ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、●●で営農している●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土地に、農家住宅建築を

目的とした、永久転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しています。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおりと確認しています。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を続ける上で必要な施設の建設である

ことから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 
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夫君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました５番・嶋

中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１４３号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第１４４号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第１４４号、農用地利用集積計画の作成の要請につい

て、内容１４件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号７まで、内容７件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号７まで内容７件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１４４号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画は、別紙のとおり１４件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字シラルトロエトロ１２－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１０７，３８７㎡外６筆、合計面積は５７５，７２０㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期は、令和元年８月２８日。 
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対価の支払期限、令和元年８月３０日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格は、１８，０２０，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号２から番号７まで、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、成立する法律関

係、所有権移転の時期、土地の引渡時期、支払方法が番号１と同じですので、説明を省略させてい

ただきます。 

 番号２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線７０－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、１０，４７１㎡外５筆、合計面積は１８６，９１１㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

対価の支払期限、令和元年１０月３０日。 

価格は、５，９４５，０００円。 

なお、番号３から番号７まで、対価の支払期限が番号２と同じでありますので、説明を省略させ

ていただきます。 

番号３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野７１８－３９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，９２２㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、２，３７７，０００円。  

番号４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野５７線１１４－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４９，１８８㎡外１筆、合計面積は６８，４２５㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 価格は、４，６５８，０００円。 

番号５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和原野基線２０－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、９，５５６㎡外２７筆、合計面積は３２１，７０５㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格は、１０，１１７，０００円。 

番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 土地の所在、字上多和２１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２５，９８８㎡外２６筆、合計面積は２８０，１２１．８６㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格は、８，７３０，０００円。 

番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●

●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和２２－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，７２８㎡外１５筆、合計面積は１７５，６５５．４０㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格は、５，５４９，０００円。 

 なお、番号１から番号７につきましては、あっせん案件でありますので、改めての現地調査は行

っておりません。 

 以上です。 

 以上をもって、事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○  ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号７まで内容７件については原案可決されました。 

 続いて番号８を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君）はい。 

番号８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野３６３－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２０，１１６㎡外１筆、合計面積は３２，００１㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

利用権設定等の内容、普通畑。 

成立する法律関係、賃貸借。 

利用権の期間は、令和元年８月２８日から令和７年８月２７日まで。 

土地の引渡時期、令和元年８月２８日。 

 金額は、年間１００，０００円。 
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 支払方法は、毎年８月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

 議案第１４４号、番号８について報告致します。 

８月７日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約につきましては、借受人は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行

い、常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１４番・

笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号８については原案可決されました。 

 続いて番号９を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君）はい。 

 番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●

●●● ●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別６９０－５２の内。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、２，２８９㎡外２筆、合計面積が３７，４９４㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和元年９月３日から令和６年９月２日まで。 
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 土地の引渡時期は、令和元年９月３日。 

 金額は、年間１１６，０００円。 

 支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

 議案第１４４号、番号９について報告致します。 

８月７日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地については、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約につきましては、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行

い、常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断いたしま

した。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１４番・

笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号９については原案可決されました。 

 続いて番号１０を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君）はい。 

 番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● 

●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野８－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４３，９０７㎡外３筆、合計面積は１２８，４１４㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 
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 利用権の期間は、令和元年８月２８日から令和１１年８月２７日まで。 

土地の引渡時期、令和元年８月２８日。 

金額は、年間４１０，９２４円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

 議案第１４４号、番号１０について報告致します。 

８月７日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものであります。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約につきましては、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行

い、常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断いたしま

した。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１４番・

笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１０については原案可決されました。 

 お諮り致します。  

番号１１から番号１２まで、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号１１から番号１２まで内容２件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君）はい。 

 番号１１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● 

●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 土地の所在、字虹別原野４４１－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４３，２８５㎡。 

 利用権の期間は、令和元年９月３日から令和１１年９月２日まで。 

 土地の引渡時期、令和元年９月３日。 

 金額は、年間１３８，５１２円。 

 支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号１２につきましては、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、利用権設定等

の内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号１１と同じでありま

すので、説明を省略させていただきます。 

 番号１２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野６６線１５１－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２１，５９７㎡外１筆、合計面積は４４，３１２㎡。 

 金額は、年間１３７，０００円となっております。 

 なお、調査結果につきましては、笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

 議案第１４４号、番号１１及び１２について報告します。 

８月９日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手方の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●● ●●●●さんと●●●●さんは農地を借受け、粗飼料の確保を図るということ

でした。 

この賃貸借契約につきましては、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行

い、常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各要件を満たし、適格であると判断いたしまし

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１４番・

笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐  ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１１から番号１２まで内容２件については原案可決されました。 
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 続いて番号１３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 番号１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●● 

●さん。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野基線８５－１。 

 地目、登記簿、畑。 

現況、採放地。 

 面積は、４，２８８㎡外１８筆、合計面積は５０１，５４４㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和元年８月２８日から令和６年８月２７日まで。 

土地の引渡時期、令和元年８月２８日。 

金額は、年間９３８，２３５円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、調査結果につきましては、髙橋委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １５番・髙橋君。 

○１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

 議案第１４４号、番号１３について報告致します。 

８月７日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月１９日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●● ●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものであります。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断いたしま

した。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１５番・

髙橋君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 
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 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１３については原案可決されました。 

続いて番号１４を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 番号１４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●

●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●の相続人 ●●●● 

さん外８名。 

 土地の所在、字塘路２５６－３。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、２，０４０㎡外１７筆、合計面積は３７３，０９０㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和元年８月２８日から令和６年８月２７日まで。 

土地の引渡時期、令和元年８月２８日。 

金額は、年間１，０４４，４００円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、調査結果につきましては、甲斐委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

 議案第１４４号、番号１４について報告致します。 

８月７日付けで事務局より調査依頼がありまして、８月２０日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●氏の相続人である●●●●さん外８名は、相手側の希望により農地を貸付けする

ものであります。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断いたしま

した。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました６番・甲

斐君の報告を終わります。 
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これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１４については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

 以上をもって、議案第１４４号、内容１４件は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第２７回標茶町農業委員会総会に付議されました案

件の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第２７回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうも御苦労さまでした。 

 

（午前１１時０１分閉会） 


